
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見記入欄 

意見交換の際に言い足りない意見がある場合や、意見に補足したい内容等がある場合は、下記にご

記入をお願いいたします。 

意見提出用紙 

足立区基本計画審議会 第３回くらし・まち分科会 

ご提出は、会議終了後に事務局へお渡しいただくか、令和６年２月２０日（火）までに、足立区政策経営部 

基本計画担当課 山崎までご提出ください。 

【提出先】 

〒120-8510 足立区中央本町一丁目 17 番 1 号 足立区政策経営部 基本計画担当課 山崎宛 

TEL：03（3880）5079  FAX：03（3880）5610  e-mail：kihon@city.adachi.tokyo.jp 

※ 郵送の場合、到着まで日数がかかる場合がございますので、e-mail での提出にご協力ください。 

 

 

 審議会委員氏名  
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